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居宅介護支援サービス重要事項説明書

１．事業者の概要

	事業者の名称
	もとす広域連合

	所在地
	岐阜県本巣市下真桑１０００番地

	法人の種別
	地方公共団体（広域連合）

	代表者氏名
	もとす広域連合長　　藤原　勉

	電話番号
	（０５８）３２０－２２６６


２．事業所の概要

（１）事業所名称及び事業所番号

	事業所名
	もとす広域連合老人福祉施設大和園居宅介護支援事業所

	事業所所在地
	岐阜県本巣市曽井中島１１５６番地４

	代表者氏名
	園長　大塚　修

	管理者氏名
	河野　吏香　

	電話番号
	（０５８１）３４－２５５５

	事業所番号
	岐阜県　第２１７３４００２４９号

	指定事業種別
	居宅介護支援


（２）事業所の主な職員体制
	従業者の職種
	勤務区分
	常勤換算人数

	
	常勤
	非常勤
	

	管　理　者
	１名
	
	兼務

	訪問する職員

	
	主任介護支援専門員
	１名
	
	３．０

	
	介護支援専門員
	２名
	
	

	事　務　員
	不規則
	
	


（３）事業所の特色

	事項
	内　　容

	運営方針
	ご利用者・ご家族の意向を尊重し、ご利用者（ご家族）の選択により心身の状況や環境等に応じて介護保険サービスが総合的且つ効果的に提供されるよう努めます。ご利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類又は事業所に不当に偏ることがないよう公正・中立に居宅介護支援を行います。


	職員研修
	検討会の開催、勉強会に随時参加し、職員の専門知識・技能の修得、資質向上に努めています。



３．営業日及び営業時間

（１）営業日及び営業時間

	営業日
	営業時間

	月曜日～金曜日
	８：３０　～　１７：１５

	土　曜　日
	８：３０　～　１７：１５

	休　業　日
	日曜日、年末年始


※原則として、年末年始は１２月２９日～１月３日を指します。

（２）営業時間外の対応
（１）の営業時間外においても、電話の転送による介護支援専門員との連絡体制を２４時間体制で確保しております。

４．通常の営業実施地域

	通常の事業実施地域
	瑞穂市　本巣市及び北方町


※上記以外の地域においてもサービスの提供が可能ですのでご相談ください。

※お引越し等で、住所が変わる場合は必ずご連絡ください。

５．サービスの内容

（１）居宅サービス計画の作成

ご利用者の居宅を訪問し、ご利用者の心身の状況及び環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。

（２）居宅サービス計画作成後の便宜の供与

①　ご利用者の状況や居宅サービス計画の実施状況を把握するために少なくとも１月に１回以上は居宅を訪問し、ご利用者及びその家族等との面談や居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行います。
②　居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。

③　ご利用者の意思を踏まえ、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。

（３）居宅サービス計画の変更

ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

（４）介護保険施設への紹介

ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
６．サービス提供事業者等の選定・紹介等
　　居宅サービス計画は、ご利用者の希望に基づいて作成されるものから、居宅サービス計画へのサービス提供事業者の位置づけにあたっては当該サービスも含め、全ての提供サービスについて複数の居宅サービス提供事業所等を紹介し、特徴や利便性などを説明した上で選定していただけるように努めます。
居宅サービス計画の作成にあたっては、ご利用者から介護支援専門員に対し、複数の居宅サービス事業所等の紹介や事業所等の選定理由の説明を求めることが可能です。
　　
７．ケアマネジメントの公正中立性の確保
　　利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は事業者等に不当に偏することのないこと等を踏まえ、前６月間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちの訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び各サービスの、同一事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）をご利用者に説明すると共に介護サービス情報公表制度において公表します。
　　なお、前６月間については、毎年度２回、前期（３月１日から８月末日）、後期（９月１日から２月末日）の期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とします。（重要事項説明書別紙参照）
　　　

８．サービスご利用料金

要介護（要支援）認定を受けられた方は、通常、介護保険制度から全額給付されますので自己負担する料金はありません。要介護認定をお持ちの場合でも、保険料の滞納等により、事業所が介護保険制度から当該サービス利用料金を受領することができない場合、1か月につき要介護度に応じて下記の利用料をお支払いください。
（１）基本料金（１か月あたり）
	介護度
	要介護
１
	要介護
２
	要介護
３
	要介護
４
	要介護
５

	居宅介護支援費Ⅰ
（４５件未満）
	１０，８６０ 円
	１４，１１０円

	特定事業所加算(Ⅲ)
	３，２３０ 円

	計
	１４，０９０円
	１７，３４０ 円


※特定事業所加算について
質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から、人
　材の確保や サービス提供に関する定期的な会議を実施しているなど、当事業所が厚生
　労働大臣の定める基準を満たした事により、取得できるものです。
（２）加算
	種 類
	加 算 額
	内 容 等

	初回加算
	３，０００円
	新規に居宅サービス計画を作成する場合、または、要介護状態区分が３区分以上変更された場合に算定します。

	通院時情報連携加算
	５００円
	利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に算定します。

	入院時情報連携加算(Ⅰ)
	　　２，５００円
	病院又は診療所に入院する利用者につき、当該医療機関に対して、入院日当日に利用者に関する必要な情報を提供した場合に算定します。

	入院時情報連携加算(Ⅱ)
	　　２，０００円
	　病院又は診療所に入院する利用者につき、当該医療機関に対して、入院後３日以内に利用者
に関する必要な情報を提供した場合に算定します。

	退院・退所加算
	カンファレンス参加無　４，５００円有　６，０００円
２回目以降

１，５００円
	病院又は介護保険施設等を退院（退所）に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けたうえで居宅サービス計画の作成及びその他の連携を行った場合に算定します。
(入院又は入所期間中３回を限度)
なお、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合は１５０単位上乗せし算定します。

	ターミナル
ケアマネジメント加算
	４，０００円
	ターミナル期の利用者に対し、24時間連絡体制を確保し、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿って支援を実践した場合に算定します。


９．看取り期におけるサービス利用に至らなかった場合の評価
　　居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメン業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるサービスについて、居宅介護支援費を算定できるものとします。
１０．事故発生時の対応方法について
① ご利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、保険者、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。　

② 利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
③ 事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には損害賠償を負いません。
ア ご利用者、家族等が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項において故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
イ ご利用者、家族等が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合
ウ ご利用者の急激な体調の変化等、事業者が提供したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合
エ ご利用者が、事業者及び職員の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合
１１．サービス内容に関する苦情等相談窓口
	当施設苦情
相談室
	住所
	岐阜県本巣市曽井中島１１５６番地４

	
	利用時間
	８：３０～１７：１５　　 ※緊急時を除く

	
	担当
	もとす広域連合老人福祉施設大和園
（０５８１－３４－２５５５）
園長補佐　　　　　　　　松井　康浩　
管　理　者　　　　　　　河野　吏香

	もとす広域連合
	住所
	岐阜県本巣市下真桑１０００番地

	
	利用時間
	８：３０～１７：１５　　　※緊急時を除く

	
	担当
	介護保険課（０５８－３２０－２２２０）


１２．虐待の防止について
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次
に揚げるとおり必要な措置を講じます。

1 虐待防止に関する責任者を選定しています。

	虐待防止に関する担当者
	管 理 者　　河野　吏香


②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知を図っています。

③虐待防止のための指針の整備をしています。

④職員に対する虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

⑤サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村、地域包括支援センター等に通報します。
１３．居宅介護支援の提供にあたっての留意事項
　　①サービス提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（要介護認定の有
無及び要介護認定期間等）を確認させていただきます。利用者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
　　②利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該
申請が行われるよう必要な支援を行います。また、要介護認定の更新申請が、利用

者が受けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要
な支援を行うものとします。
③ご利用者が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、円滑な在宅生活へ
の移行支援につながるよう早期から医療機関等と連携する必要がありますので、担　当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先の病院又は診療所へお伝えください。
7
当事業者は、複数サービス提供事業者から当事業所への選択意思を確認したうえ、居宅介護支援サービスの内容及び重要事項に関して、その説明を行いました。
令和　　年　　月　　日
	事　業　者
	住　　所
	岐阜県本巣市下真桑１０００番地

	
	事業者名
	もとす広域連合

	
	連合長
	藤原　　勉　

	説　明　者
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　印

	
	
	（本人自筆のこと）


私は、複数のサービス提供事業所の紹介を受け、貴事業所を選択したうえ、居宅介護支援サービス内容及び重要事項の説明を受けました。
令和　　年　　月　　日
	利　用　者
	住　　所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	氏　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	
	
	

	利用者は署名が出来ないため、利用者の意思を確認のうえ、私が利用者に代わって署名を代行いたします。

	利用者の署名代行者
	住所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	
	
	（署名代行者自筆のこと）

	
	利用者との続柄
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	

	代　理　人
	利用者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	（選任した場合）
	代理人住所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	代理人氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	
	
	（代理人自筆のこと）

	
	利用者との続柄
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（備考）
この重要事項説明書の内容説明に基づき、契約を締結する場合には利用者及び事業者の双方が、事前に契約内容の確認を行った旨を文書で確認するため、利用者及び事業者の双方が（署名）記名押印を行います。
サービス提供を行うに際しては、介護保険の給付を受ける利用者本人の意思に基づくものでなければならないことはいうまでもありません。
したがって、重要事項の説明を受けること及びその内容に同意し、かつサービス提供契約を締結することは、利用者本人が行うことが原則です。
しかしながら、本人の意思に基づくものであることが前提であるが、利用者が契約によって生じる権利義務の履行を行い得る能力（行為能力）が十分でない場合は、代理人を選任し、これを行うことができます。
なお、手指の障害等の理由で単に文字が書けないなどといった場合は、ご本人の意思を確認したうえで署名代行者に署名代行することで差し支えないものと考えます。
令和７年９月１５日
　重要事項説明書別紙　
　当事業所において作成された居宅サービス計画（ケアプラン）の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況について
1 前６月間（令和７年３月～令和７年８月）に当事業所において作成された居宅サービス計画（ケアプラン）に位置付けた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護における各サービスの利用割合
訪問介護　　　　　　１０％
通所介護　　　　　　５２％
地域密着型通所介護　　０％
福祉用具貸与　　　　７３％
　　　　　　
2 前６月間（令和７年３月～令和７年８月）に当事業所において作成された居宅サービス計画（ケアプラン）に位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与におけるサービスごとの、同一事業者によって提供されたものが占める割合
（上位３位まで）
	訪問介護
	本巣市ヘルパーステーションもとす
４２．８％
	からふるサポート本巣
２１．４％
	もとす医師会もとす訪問介護ヘルパーセンター
１２．５％

	通所介護
	もとす広域連合老人福祉施設大和園
５７．４％
	根尾川ガーデン
１３．４％
	大門リハビリ
１１．１％

	地域密着型
通所介護
	該当なし
	
	

	福祉用具貸与
	㈱ナイスワーク
３２．９％
	アイボリー医療住設
１１．７％
	ウェルサス岐阜営業所

１０．６％


